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広島労働局・建災防広島県支部 合同安全パトロール

建設業年末年始労働災害防止強調期間（令和２年12月１日〜令和３年１月15日）の始まった12月３日、広島労働局・
建災防広島県支部合同安全パトロールを実施しました。今回は、広島市安芸区上瀬野地内で施工している安芸バイパス
上瀬野地区第３構造物工事の現場を対象にさせていただきました。
当日は、広島労働局より中山労働局長をはじめ４名、建災防広島県支部から檜山支部長、常任委員と事務局など５名
の合計９名が参加しました。
朝礼場に集合された参加者の前で、中山労働局長が「コロナ禍のなか、県内の建設現場における労働災害の発生状況は、
昨年に比べると死亡災害は減少しているが休業４日以上の死傷災害が増加している。土木作業関係の増加が著しく、こ
こ５年間で最も多い。これから寒さが益々厳しくなる中での作業が続きますので、予期せぬ転倒、スリップ事故等に気
をつけて、無事故で工事を完成して欲しい。」と挨拶されました。
工事を担当される株式会社鴻治組の上瀬野改良３作業所の富貞所長から工事概要と安全衛生活動の説明を受けた後、
現場に向かいました。
現場は、安芸バイパス終点方の瀬野東（仮称）IC付近の道路新設工事のうち、工事延長530mの構造物を施工しており
ました。工事内容は道路土工、地盤改良工、擁壁工、法面工、石・ブロック積（張）工ほかの土木工事現場で、当日の
主な作業は、補強土壁のコンクリートパネル設置・盛土工事、地盤改良工事、重力擁壁の基礎工及び型枠組立工事が行
なわれており、それぞれの箇所を点検しました。
パトロール後の講評において、現場は安全通路の区分、路肩の整備、鉄筋組立て後のキャップ養生の徹底、労働者の
保護具等の使用状況も良好で、朝礼場のコロナ対策と掲示には工夫が見られ、安全書類も良く整備されいました。今後、
寒くなり凍結による転倒災害、交通事故防止を含んだ安全衛生活動を推進して、無災害を継続してもらいたいとの意見
がありました。
年末年始の労働災害防止運動をさらに徹底、推進していただき、全工期無災害で工事を完成されるようお願いしました。

―建設業年末年始労働災害防止強調期間に実施―

（現場のパトロール状況）（広島労働局長の挨拶）
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令和２年12月１日

建設業労働災害防止協会広島県支部
　　 支部長　檜山　典英　殿

職場における新型コロナウイルス感染症への
感染予防及び健康管理について

　職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、「新型コロナウイルス感染症
対策の基本的対処方針」（新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。）
に基づき、各関係団体において作成された「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」等を実践する際
に、労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組んでいただくことについて、会員
に対し、周知等をお願いしてきたところです。
　直近の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は過去最多の水準となっており、地域によっては
すでに急速な感染拡大が見られており、このままの状況が続けば医療提供体制と公衆衛生体制に重大
な影響を生じるおそれがあります。職場における感染状況については、新型コロナウイルス感染症対
策分科会が11月９日に取りまとめた緊急提言において、「業種別ガイドラインの策定が現場でも進ん
できたが、引き続き、クラスターが発生している」旨の指摘がなされ、一層の対策強化として、「店
舗や職場などでの感染防止策の確実な実践」が求められています。
　このような状況を踏まえ、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェッ
クリスト」について、冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法に係るチェッ
ク項目を追加するなどの改訂を行うとともに、下記のとおり、職場における新型コロナウイルス感染
症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等を取りまとめましたので、会員に対し、改め
て周知をお願いします。
　また、感染が急速に拡大している地域では、人の往来や接触機会を減らすことが求められており、
テレワークなどの在宅勤務の取組についてこの機会に改めて周知していただくとともに、感染リスク
が高まる「５つの場面」や感染拡大を予防する新しい生活様式の周知についても引き続き御協力いた
だきますようお願いします。

広島労働局長より要請がありました

職場における新型コロナウイルス感染症への
感染予防及び健康管理について

広 島 労 働 局 長
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冬場における「換気の悪い密閉空間」を
改善するための換気の方法

～ 商業施設等の管理者の皆さまへ ～

外気温が低いときに、「換気の悪い密閉空間」を改善する換気と、室温の
低下による健康影響の防止を両立するため、以下の点に留意してください。
 「換気の悪い密閉空間」は新型コロナウイルス感染症のリスク要因の一つに過ぎず、
一人あたりの必要換気量を満たすだけで、感染を確実に予防できるわけではなく、
人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要があります。

推奨される換気の方法

① 窓の開放による方法

換気機能を持つ冷暖房設備※や機械換気設備が設置されていない、また
は、換気量が十分でない商業施設等は、以下に留意して、窓を開けて換気
してください。
※ 冷暖房設備本体に屋内空気の取り入れ口がある（換気用ダクトにつながっていない）場合、室
内の空気を循環させるだけで、外気の取り入れ機能はないことに注意してください。

 居室の温度および相対湿度を18℃以上かつ40%以上に維持できる範
囲内で、暖房器具を使用※しながら、一方向の窓を常時開けて、連続
的に換気を行うこと。
※ 加湿器を併用することも有効です。

 居室の温度および相対湿度を18℃以上かつ40%以上に維持しようとす
ると、窓を十分に開けられない場合は、窓からの換気と併せて、可搬式の
空気清浄機を併用すること。

 一方向の窓を少しだけ開けて常時換気をする方が、室温変化を抑えられま
す。窓を開ける幅は、居室の温度と相対湿度をこまめに測定しながら調節して
ください。

 人がいない部屋の窓を開け、廊下を経由して、少し暖まった状態の新鮮な空
気を人のいる部屋に取り入れること（二段階換気）も、室温変化を抑えるの
に有効です。

 開けている窓の近くに暖房器具を設置すると、室温の低下を防ぐことができま
すが、燃えやすい物から距離をあけるなど、火災の予防に注意してください。

窓開け換気による室温変化を抑えるポイント
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「安全管理士」による安全パトロール
（個別指導）を実施しませんか〔無料〕

建設業労働災害防止協会

　建災防の安全管理士は、中国５県（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口
県）の土木・建築工事等の現場において、安全水準向上のための安全パトロー
ル等を行っています。

１ 安全パトロール（個別指導）の対象等
　⑴　中小総合工事業者等が請け負っている現場（中国５県）が対象となります。
　　　（元請・下請は問いません）
　⑵　内容は、現場のパトロール（パトロール結果説明を含む）です。
　⑶　個別指導に係る全ての経費は原則無料です。
　⑷�　安全パトロール（個別指導）に対するアンケート（別配布）記入につい

てご協力をお願いします。

２ その他の業務
会社で行う安全大会、研修等における安全に関する
「講演」等も行っています。
（対象の地域等は安全パトロールと同じです）

３ お申し込み
下記のお問い合わせ先にご連絡をいただき、日程等を調整した上で、「派遣
要請書」によりお申し込みください。

お問い合わせ先・・・建設業労慟災害防止協会広島県支部
　〒730−0012　広島市中区上八丁堀８番10号 クロスタワー２階
　　　　　　　　　　（TEL 082−228−8250　FAX 082−211−3499）
　中国ブロック担当：建災防広島県支部駐在安全管理士　門川　真彦
　　　　　　　　　　E-mail kadokawa_masahiko@kensaibou.or.jp
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令和２年　建設業死亡災害発生状況
広島労働局（令和２年10月末）

№ 発生月 業　種 職　種 性別 年齢 経験 事故の型 起因物 災　害　発　生　状　況

１ ６月 建　築
工事業 とび 男 30代 １年 墜落、

転落 足場

ビル新築工事現場14階において、工事用エレベーター
を13階から15階までクライミングする作業の準備作業
を行っていた被災者が、15階エレベーターピット開口
部に設置してあった墜落防止用ネットを取り外すた
め、エレベーターの搬器上部手すりに設定されていた
ブラケット足場に上がろうと足をかけたところ、足場
が外れ、約60メートル下の地下１階エレベーターピッ
トに墜落したもの。

２ ９月 建設業
移動式
クレーン
運転者

男 70代 30年 はさまれ、
巻き込まれ

移動式
クレーン

積載型トラックレーンを使用し、荷台に積んだヒュー
ム管（約600kg、直径60㎝、長さ2.5m）の積下ろしを
していたところ、移動式クレーンが右側に傾き、運転
席ドア部と地面に挟まれた。

令和元年・令和２年　全産業・建設業・署別労働災害発生状況（労働者死傷病報告による）
広島労働局（令和２年10月末）

署別

全　　産　　業 建　　設　　業
令和元年 令和２年

増減数
令和元年 令和２年 対前年

増減数
対前年
増減率
（％）

建設業
／全産
業（％）死亡 休業 死傷計 死亡 休業 死傷計 死亡 休業 死傷計 死亡 休業 死傷計

広島中央 1 697 698 3 701 704 6 65 65 2 81 83 18 27.7 11.8

呉 3 211 214 4 196 200 −14 2 22 24 17 17 −7 −29.2 8.5

福　山 7 507 514 1 487 488 −26 50 50 72 72 22 44.0 14.8

三　原 2 152 154 2 120 122 −32 1 34 35 17 17 −18 −51.4 13.9

尾　道 2 157 159 1 155 156 −3 20 20 25 25 5 25.0 16.0

三　次 1 130 131 152 152 21 18 18 28 28 10 55.6 18.4

広島北 1 264 265 2 243 245 −20 27 27 33 33 6 22.2 13.5

廿日市 207 207 207 207 26 26 7 7 −19 −73.1 3.4

合　計 17 2,325 2,342 13 2,261 2,274 −68 3 262 265 2 280 282 17 6.4 12.4

令和元年・令和２年　建設業における事故の型別労働災害発生状況（労働者死傷病報告による）
広島労働局（令和２年10月末）

事故の
型別

墜落
転落 転倒 激突 飛来

落下
崩壊
倒壊

激突
され

はさまれ・
巻き込まれ

切  れ
こすれ

踏み
抜き

高温・低温
の物との
接　　触

有害物
質との
接　触

感電 火災 交通
事故

動作の
反動 その他 合計

令和
元年

（1） （1）（1） （3）

88 22 19 16 4 15 32 18 4 4 5 1 11 23 3 265

令和
２年

（1） （1） （2）

87 29 16 15 6 22 30 24 2 10 2 2 1 18 17 1 282
　（　　　）内は、死亡で内数

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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　建災防広島県支部（082）228－8250

広島分会（082）228‒8252　福山分会（084）924‒4320　尾道分会（0848）22‒8918　廿日市分会（0829）31‒0196
呉 分 会（0823）22‒6886　三原分会（0848）63‒9920　三次分会（0824）62‒4391　　

広 島 県 支 部 各 分 会

ホームページアドレス

　建 災 防 広 島 県 支 部　http : //www.ｊｃｏｓｈａ-ｈｉｒｏｓｈｉｍａ.ｊｐ/
　建災防広島県支部広島分会　http : //www.ｊｃｏｓｈａ-ｈｉｒｏｓｈｉｍａ.ｊｐ/hiroshimabunkai/
　建災防広島県支部福山分会　http : //fukubun.sakura.ne.jp/
　建災防広島県支部三次分会　http : //ww7.enjoy.ne.jp/～khm62/

新型コロナウイルスの感染拡大防止に関する行政からの取組要請があった場合は、中止、または延期すること
があります、ご協力をお願いします。

令 和 ２ 年 度 講 習 計 画
（令和２年12月〜令和３年２月末までの計画）

　作業主任者技能講習日程
足場の組立て等 実施場所 受付分会 地山の掘削及び土止め支保工 実施場所 受付分会 建築物等の鉄骨の組立て等 実施場所 受付分会
12月22〜23日 広島市 支部 ２月24〜26日 広島市 支部 ２月２〜３日 広島市 支部

木造建築物の組立て等 実施場所 受付分会 型枠支保工の組立て等 実施場所 受付分会 酸素欠乏・硫化水素危険 実施場所 受付分会
１月13〜14日 福山市 福山 １月26〜27日 広島市 支部 ２月12・13・15日 広島市 支部

　特別教育日程

足場の組立て等 実施場所 受付分会 フルハーネス型安全帯使用作業実施場所 受付分会 ロープ高所作業（学科のみ）実施場所 受付分会
12月18日 広島市 支部 １月28日 広島市 支部 12月15日 広島市 支部
１月21日 福山市 福山 ２月25日 福山市 福山
２月18日 広島市 支部 巻上げ機（ウインチ）運転 実施場所 受付分会

低圧電気取扱業務 実施場所 受付分会 ２月４日 広島市 広島
１月21日 呉市 呉

　統括・職長等各種教育日程
職長・安全衛生責任者教育 実施場所 受付分会 現場管理者統括管理 実施場所 受付分会 足場能力向上教育のみ 実施場所 受付分会
１月20〜21日 広島市 広島 12月17日 福山市 福山 １月20日 福山市 福山
２月17〜18日 呉市 呉 ２月16日 広島市 広島

足場能力向上教育 実施場所 受付分会
斜面点検者教育 実施場所 受付分会 木造解体作業指揮者教育 実施場所 受付分会 足場点検実務者研修
１月19日 広島市 支部 ２月４日 福山市 福山 ２月10日 広島市 支部

＊詳細につきましては、支部及び各分会にお問い合わせください。
　なお、定数に満たない場合は中止、または、延期する場合があります。

建設業労働災害防止協会広島県支部

建設工事に従事する労働者の
　ための安全衛生教育
　「建設従事者教育」（６時間）
＊要請により、随時実施（支部）


